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一
、
は
じ
め
に

（
一
）
問
題
の
所
在

『
法
輪
罪
福
』
は
、
敦
煌
寫
本
（
ペ
リ
オ
二
八
六
一
の
二
、
二
二
五
六
）

中
の
靈
寶
經
の
目
錄
（
一
九
七
四
年
に
大
淵
忍
爾
氏
に
よ
り
紹
介
さ
れ
る
（
１
）。

以
下
、
敦
煌
本
「
靈
寶
經
目
錄
」）
に
著
錄
さ
れ
て
い
る
靈
寶
經
の
一
つ

で
あ
る
。
こ
の
目
錄
に
著
錄
さ
れ
た
東
晉
末
か
ら
劉
宋
に
か
け
て
作
ら

れ
た
經
典
を
、
他
の
靈
寶
經
と
區
別
し
て
古
靈
寶
經
と
呼
ぶ
こ
と
が

多
く
、
本
稿
も
そ
れ
に
倣
う
。
敦
煌
本
「
靈
寶
經
目
錄
」
は
、
前
半

が
「
元
始
舊
經
」、
後
半
が
「
仙
公
所
受
」
の
「
新
經
」（
以
下
、「
仙
公

新
經
」）
の
目
錄
と
い
う
二
部
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
目
錄
は
、
陸

修
靜
が
作
っ
た
靈
寶
經
の
目
錄
の
內
容
を
保
存
す
る
と
考
え
ら
れ
て
お

り
、
從
っ
て
古
靈
寶
經
を
新
舊
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
し
た
の
は

陸
修
靜
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、「
元
始
舊
經
」
は
元
始
天

尊
敎
說
の
靈
寶
經
を
指
し
、「
仙
公
新
經
」
は
葛
玄
が
天
眞
か
ら
傳
授

さ
れ
た
靈
寶
經
を
指
す
と
さ
れ
て
い
る
が
、『
法
輪
罪
福
』
は
そ
の
現

行
本
を
見
る
限
り
、「
葛
玄
が
三
人
の
天
眞
か
ら
授
け
ら
れ
た
經
典
」

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
元
始
舊
經
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
爲
、『
法
輪
罪
福
』
を
、
本
來
「
仙
公
新
經
」
に
分
類
さ
れ
る
べ
き

經
典
が
、
例
外
的
に
「
元
始
舊
經
」
に
分
類
さ
れ
た
例
と
す
る
見
解
も

あ
る
が（

２
）、
筆
者
は
そ
の
よ
う
に
は
考
え
な
い
。
本
稿
で
は
、
陸
修
靜
が

『
法
輪
罪
福
』
を
何
故
、「
元
始
舊
經
」
に
分
類
し
た
の
か
と
い
う
視
點

か
ら
、
こ
の
經
典
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
筆
者
は
以
前
、
一
定
の
分
類

條
件
を
設
定
す
る
と
、『
法
輪
罪
福
』
を
含
む
古
靈
寶
經
の
現
存
す
る
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經
典
は
、
一
應
例
外
な
く
敦
煌
本
「
靈
寶
經
目
錄
」
の
分
類
通
り
、
新

舊
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
で
き
る
こ
と
を
確
か
め
て
い（

３
）

る
。
但

し
、
そ
れ
で
は
ま
だ
、
仙
公
が
傳
授
さ
れ
た
經
典
（
以
下
、「
仙
公
所
受
」

經
典
）
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
『
法
輪
罪
福
』
が
、「
元
始
舊
經
」
に

分
類
さ
れ
た
理
由
が
十
分
に
說
明
さ
れ
た
と
は
言
え
ず
、
陸
修
靜
の
分

類
基
準
に
つ
い
て
は
、
更
に
考
察
す
る
餘
地
が
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た

筆
者
は
敦
煌
本
「
靈
寶
經
目
錄
」
の
發
見
か
ら
始
ま
っ
た
「
古
靈
寶
經

は
新
舊
二
系
統
か
ら
成
る
」
と
い
う
見
方
に
關
し
て
は
、
そ
れ
は
陸
修

靜
が
彼
の
靈
寶
經
觀
に
基
づ
い
て
古
靈
寶
經
を
新
舊
二
つ
の
經
典
カ
テ

ゴ
リ
ー
に
分
類
し
た
結
果
で
あ
り
、
必
ず
し
も
そ
の
ま
ま
當
時
の
現
實

の
靈
寶
經
の
狀
況
を
反
映
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
本
稿

で
は
先
ず
、『
法
輪
罪
福
』
と
「
仙
公
新
經
」
に
分
類
さ
れ
た
靈
寶
經

典
（
以
下
、「
仙
公
新
經
」
諸
經
）
の
閒
の
差
異
の
有
無
を
確
認
す
る
。
次

に
、
そ
の
差
異
の
有
無
に
關
連
し
て
、
陸
修
靜
の
靈
寶
經
史
觀
に
基
づ

い
た
經
典
分
類
の
視
點
か
ら
、『
法
輪
罪
福
』
を
「
元
始
舊
經
」
に
分

類
し
得
る
か
、
ま
た
そ
の
分
類
が
『
法
輪
罪
福
』
の
內
容
か
ら
見
て
も

妥
當
で
あ
る
か
否
か
を
檢
證
す
る
。
こ
れ
ら
に
よ
り
、
陸
修
靜
が
ど
の

よ
う
な
分
類
基
準
か
ら
、「
仙
公
所
受
」
經
典
で
あ
る
『
法
輪
罪
福
』

を
「
元
始
舊
經
」
に
分
類
し
た
か
を
考
察
し
、
改
め
て
古
靈
寶
經
中
の

『
法
輪
罪
福
』
の
位
置
付
け
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
。

（
二
）『
法
輪
罪
福
』
に
つ
い
て

敦
煌
本
「
靈
寶
經
目
錄
」
の
「
元
始
舊
經
」
の
目
錄
部
分
で
は
、
經

典
に
よ
っ
て
は
、
篇
目
名
と
卷
目
名
の
二
つ
の
經
題
が
記
さ
れ
て
い

る
。『
法
輪
罪
福
』
は
、
陸
修
靜
が
目
錄
を
編
む
據
り
所
と
し
た
と
さ

れ
る
「
舊
目
」
に
記
載
さ
れ
る
經
典
名
、
卽
ち
篇
目
名
で
あ
り
、
陸
修

靜
に
よ
り
『
法
輪
罪
福
』
に
該
當
す
る
と
さ
れ
た
實
際
の
經
典
の
經

題
、
卽
ち
卷
目
名
が
『
太
上
洞
玄
靈
寳
眞
一
勸
誡
法
輪
妙
經
』
で
あ

る
。
本
稿
で
は
便
宜
上
、
こ
の
經
典
を
短
い
篇
目
名
の
『
法
輪
罪
福
』

で
呼
ぶ
。『
法
輪
罪
福
』
に
は
『
正
統
衟
藏
』
所
收
の
經
典
四
篇
と
、

敦
煌
寫
本
の
殘

二
點
（
ス
タ
イ
ン
一
六
〇
五
、
一
九
〇
六
）
が
現
存
す

る
。
四
篇
の
經
典
は
、
そ
の
內
容
か
ら
見
て
本
來
一
つ
の
經
典
が
四

卷
に
分
行
し
た
も
の
で
あ
り（

４
）、

本
稿
で
は
こ
の
『
正
統
衟
藏
』
所
收
の

四
篇
を
衟
藏
本
『
法
輪
妙
經
』
と
總
稱
し
、
基
本
的
に
こ
の
テ
キ
ス
ト

を
使
用
す
る
が
、
便
宜
上
、
こ
れ
ら
を
以
下
の
よ
う
に
『
法
輪
妙
經
』

Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
と
呼
ぶ
。

１
．『
太
上
洞
玄
靈
寳
眞
一
勸
誡
法
輪
妙
經
』（
Ｈ
Ｙ
三
四
六
）
…
『
法

輪
妙
經
』
Ａ

２
．『
太
上
玄
一
眞
人
說
勸
誡
法
輪
妙
經
』（
Ｈ
Ｙ
三
四
八
）
…
『
法

輪
妙
經
』
Ｂ

３
．『
太
上
玄
一
眞
人
說
三
途
五
苦
勸
戒
經
』（
Ｈ
Ｙ
四
五
五
）
…
『
法
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輪
妙
經
』
Ｃ

４
．『
太
上
玄
一
眞
人
說
妙
通
轉
神
入
定
經
』（
Ｈ
Ｙ
三
四
七
）
…
『
法

輪
妙
經
』
Ｄ

な
お
、
古
靈
寶
經
典
中
、「
仙
公
」、「
太
極
仙
公
」
等
と
呼
ば
れ
る

葛
玄
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
原
則
と
し
て
、
經
文
以
外
で
は
、
葛
玄

で
統
一
す
る
。

二
、『
法
輪
罪
福
』
と
「
仙
公
新
經
」

同
じ
く
「
仙
公
所
受
」
經
典
で
あ
る
「
仙
公
新
經
」
諸
經
と
『
法
輪

罪
福
』
の
閒
に
は
、
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
。
も
し
違
い
が
あ

る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
何
を
示
し
て
い
る
の
か
。
こ
こ
で
は
、『
法
輪

罪
福
』
が
何
に
重
き
を
置
く
經
典
で
あ
る
の
か
と
い
う
點
か
ら
、「
仙

公
新
經
」
諸
經
と
比
較
を
す
る
。『
法
輪
罪
福
』
が
重
點
を
置
く
も
の

の
ひ
と
つ
は
、
天
眞
に
よ
る
經
法
の
傳
授
で
あ
る
。
衟
敎
で
も
、
經
典

の
傳
授
の
系
譜
は
師
弟
關
係
を
示
す
と
共
に
、
經
典
の
正
統
性
と
神
圣

性
に
關
わ
る
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、
靈
寶
經
で
も
そ
れ
は
例
外
で
は
な

い
。「
仙
公
新
經
」、「
元
始
舊
經
」
の
別
無
く
、
多
く
の
古
靈
寶
經
が

ど
の
よ
う
な
傳
授
の
系
譜
を
有
す
る
か
を
記
し
て
い
る
。
例
え
ば
、「
元

始
舊
經
」
に
分
類
さ
れ
た
經
典
（
以
下
、「
元
始
舊
經
」
諸
經
）
で
は
、

『
元
始
五
老
赤
書
玉
篇
眞
文
天
書
經
』（
Ｈ
Ｙ
二
二
。
以
下
、『
天
書
經
』）

卷
上
の
五
丁
に
、「
上
圣
太
上
大
衟
君
、
高
上
玉
帝
、
十
方
至
眞
、（
中

略
）
上
詣
上
淸
太
玄
玉
都
寒
靈
丹
殿
紫
微
上
宮
、
建
天
寳
羽
服
詣
元
始

天
尊
金
闕
之
下
、
請
受
元
始
靈
寳
赤
書
玉
篇
眞
文
（
上
圣
太
上
大
衟
君
、

高
上
玉
帝
、
十
方
至
眞
、（
中
略
）
上
淸
太
玄
玉
都
の
寒
靈
丹
殿
紫
微
上
宮
に

上
詣
し
、
天
寳
を
建
て
羽
服
し
元
始
天
尊
の
金
闕
の
下
に
詣
り
、
元
始
靈
寳
赤

書
玉
篇
眞
文
を
請
受
す
）」
と
あ
り
、上
圣
太
上
大
衟
君
以
下
の
神
々
が
、

元
始
天
尊
か
ら
『
元
始
靈
寳
赤
書
玉
篇
眞
文
』
を
傳
授
さ
れ
る
場
面
が

見
え
る
。『
太
上
洞
玄
靈
寳
智
慧
罪
根
上
品
大
戒
經
』（
Ｈ
Ｙ
四
五
七
。

以
下
、『
智
慧
罪
根
經
』）
卷
上
の
一
丁
裏
に
も
、「
元
始
天
尊
是
時
、
當

授
太
上
衟
君
『
智
慧
罪
根
上
品
戒
經
』、
五
老
上
帝
、
大
圣
尊
神
、
十

方
至
眞
、
諸
天
上
仙
、
玄
和
玉
女
萬
二
千
五
百
衆
、
詣
座
（
元
始
天
尊

是
の
時
、
太
上
衟
君
に
『
智
慧
罪
根
上
品
戒
經
』
を
授
く
る
に
當
り
、
五
老
上

帝
、
大
圣
尊
神
、
十
方
至
眞
、
諸
天
上
仙
、
玄
和
玉
女
萬
二
千
五
百
衆
、
座
に

詣
る
）」
云
々
と
あ
り
、
經
典
傳
授
の
場
面
が
描
寫
さ
れ
て
い
る
。　

「
仙
公
新
經
」
に
つ
い
て
は
、「
仙
公
新
經
」
諸
經
で
太
極
眞
人
か
ら

葛
玄
へ
の
傳
授
の
系
譜
を
設
定
し
て
い
る
こ
と
が
、
諸
先
學
に
よ
り
指

摘
さ
れ
て
い
る（

５
）。
例
と
し
て
、『
太
上
洞
玄
靈
寳
本
行
宿
緣
經
』（
Ｈ
Ｙ

一
一
〇
六
）
や
、『
太
上
太
極
太
虛
上
眞
人
演
太
上
靈
寳
威
儀
洞
玄
眞
一

自
然
經
訣
上
』（
敦
煌
寫
本
斷

が
現
存
。
以
下
、『
自
然
經
訣
』）、『
太
上

洞
玄
靈
寳
智
慧
本
願
大
戒
上
品
經
』（
Ｈ
Ｙ
三
四
四
。
以
下
、『
智
慧
本
願
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經
』）
に
示
さ
れ
た
太
極
眞
人
→
葛
玄
の
傳
授
の
系
譜
に
つ
い
て
、
次

に
見
て
行
き
た
い
。

１
．『
太
上
洞
玄
靈
寳
本
行
宿
緣
經
』

一
丁
に
「
仙
公
請
問
太
極
眞
人
高
上
法
師
曰
（
仙
公
が
太
極
眞
人
高
上

法
師
に
請
問
し
て
曰
く
）」
と
あ
り
、
太
極
眞
人
高
上
法
師
が
、
葛
玄
の

師
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
十
三
丁
で
太
極
眞
人
が
「
我
名
徐
來
勒
、

字
洪
元
甫
（
我
が
名
は
徐
來
勒
、
字
は
洪
元
甫
）」
と
述
べ
て
い
て
、
徐
來

勒
が
そ
の
名
で
あ
り
、
こ
の
經
典
で
は
太
極
眞
人
徐
來
勒
→
葛
玄
と
い

う
傳
授
の
系
譜
が
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

２
．『
自
然
經
訣
』（
ペ
リ
オ
二
四
五
二
。『
中
華
衟
藏
』
第
三
卷
一
〇
〇
頁
中

段
）

こ
の
經
典
で
は
、「
太
極
眞
人
徐
來
勒
、
以
己
卯
年
正
月
一
日
日
中

時
、
於
會
稽
上
虞
山
傳
太
極
左
仙
公
葛
玄
、
字
孝
先
（
太
極
眞
人
徐
來

勒
、
己
卯
の
年
の
正
月
一
日
の
日
中
の
時
を
以
て
、
會
稽
上
虞
山
に
於
い
て
太

極
左
仙
公
葛
玄
、
字
は
孝
先
に
傳
ふ
）」
と
あ
り
、
太
極
眞
人
徐
來
勒
が
葛

玄
に
經
法
を
傳
授
し
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
、
太
極
眞
人
徐
來
勒
→
葛
玄

と
い
う
傳
授
の
系
譜
が
示
さ
れ
て
い
る
。

３
．『
智
慧
本
願
經
』（
一
丁
）

①
太
極
仙
公
請
問
太
極
法
師
（
太
極
仙
公
が
太
極
法
師
に
請
問
す
）。

②
仙
公
於
天
台
山
靜
齋
念
衟
、
稽
首
禮
拜
、
請
問
靈
寳
玄
師
太
極
太

虛
眞
人
（
仙
公
天
台
山
に
於
い
て
靜
齋
し
念
衟
し
、
稽
首
し
禮
拜
し
て
、

靈
寳
玄
師
太
極
太
虛
眞
人
に
請
問
す
）。

こ
の
二
つ
で
は
、
葛
玄
が
天
台
山
で
太
極
法
師
（
＝
靈
寳
玄
師
太
極
太

虛
眞
人
）
に
拜
禮
し
、
敎
え
を
乞
う
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
太
極

法
師
→
葛
玄
と
い
う
師
弟
關
係
が
在
る
こ
と
が
わ
か
る
。

③
是
時
太
上
高
玄
眞
人
、
嘯
詠
步
虛
洞
章
。（
中
略
）。
而
謂
太
極
眞

人
曰
、「
卿
受
太
上
虛
皇
衟
君
之
命
、
爲
其
師
保
、
亦
必
盡
敎
以

高
上
大
洞
之
淵
賾
也
」（
是
の
時
太
上
高
玄
眞
人
、
步
虛
洞
章
を
嘯
詠

す
。（
中
略
）。
而
し
て
太
極
眞
人
に
謂
ひ
て
曰
く
、「
卿
は
太
上
虛
皇
衟

君
の
命
を
受
け
、
其
の
師
保
と
爲
り
、
亦
必
ず
盡
く
敎
ふ
る
に
高
上
大
洞

の
淵
賾
を
以
て
す
る
な
り
」、
と
）。

③
で
は
太
上
高
玄
眞
人
が
登
場
し
、
太
極
眞
人
が
太
上
虛
皇
衟
君
の

命
を
受
け
て
葛
玄
の
師
保
と
な
っ
た
こ
と
を
語
る
。
①
②
の
部
分
で
太

極
法
師
、
靈
寳
玄
師
太
極
太
虛
眞
人
と
表
記
さ
れ
て
い
た
葛
玄
の
師

は
、
こ
こ
で
は
太
極
眞
人
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
太
極
眞
人
→
葛
玄
と
い

う
傳
授
の
系
譜
が
見
て
取
れ
る
。

４
．『
法
輪
罪
福
』

そ
れ
で
は
、『
法
輪
罪
福
』
で
は
、
傳
授
の
系
譜
は
ど
の
樣
に
な
っ

て
い
る
の
か
。『
法
輪
妙
經
』
Ａ
（
二
丁
）
で
は
、
太
上
玄
一
第
一
眞
人

が
葛
玄
に
對
し
、自
分
た
ち
の
降
臨
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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太
上
玄
一
眞
人
鬱
羅
翹
吿
太
極
左
仙
公
曰
、「
子
積
劫
念
行
、

（
中
略
）、
功
德
巍
巍
、
行
合
上
仙
。
太
上
命
太
極
眞
人
徐
來
勒
、

保
汝
爲
三
洞
大
法
師
。
今
復
命
我
、
來
爲
子
作
第
一
度
師
。（
後

略
）」（
太
上
玄
一
眞
人
鬱
羅
翹
太
極
左
仙
公
に
吿
げ
て
曰
く
、「
子
は
劫

を
積
み
て
念
行
し
、（
中
略
）、
功
德
は
巍
巍
と
し
て
、
行
ひ
は
上
仙
に
合

す
。
太
上
は
太
極
眞
人
徐
來
勒
に
命
じ
、
汝
を
保
し
て
三
洞
大
法
師
と
爲

さ
し
む
。
今
復
た
我
に
命
じ
、
來
り
て
子
が
爲
に
第
一
度
師
と
作
さ
し

む
。（
後
略
）」、
と
）。

こ
の
經
典
で
は
、
葛
玄
を
保
擧
す
る
師
と
な
っ
た
太
極
眞
人
か
ら
葛

玄
へ
の
過
去
の
傳
授
の
系
譜
と
、
太
上
に
命
じ
ら
れ
て
三
度
師
と
な
っ

た
太
上
玄
一
三
眞
人
か
ら
葛
玄
へ
と
い
う
新
た
な
傳
授
の
系
譜
の
二
つ

が
示
さ
れ
て
い
る
。
太
極
眞
人
が
葛
玄
を
保
擧
し
た
こ
と
は
、
先
に
見

た
『
智
慧
本
願
經
』
で
太
極
眞
人
が
葛
玄
の
師
保
に
な
っ
た
と
い
う
記

述
と
合
致
し
て
お
り
、
ま
た
『
自
然
經
訣
』
で
太
極
眞
人
が
葛
玄
に
降

っ
た
記
述
か
ら
見
て
も
、『
法
輪
罪
福
』
は
「
仙
公
新
經
」
諸
經
に
見

え
る
傳
授
の
系
譜
を
承
け
て
い
る
と
言
え
る
。『
法
輪
妙
經
』
Ａ
（
四
丁

裏
）
で
は
、
更
に
何
故
、
今
ま
た
三
人
の
眞
人
が
葛
玄
に
降
臨
す
る
こ

と
に
な
っ
た
の
か
、
太
上
玄
一
第
一
眞
人
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
說
明

さ
れ
る
。
卽
ち
、

但
子
積
劫
勤
尙
、
展
轉
不
倦
、
功
滿
德
就
、
瓊
文
紫
字
列
於

玄
臺
、
位
登
太
極
仙
公
之
任
。
而
三
師
不
備
、
勸
戒
未
充
於

格
、
末
得
便
登
太
極
之
宮
也
。
太
上
以
子
宿
勳
高
重
故
、
命

我
等
爲
子
三
師
、
度
子
要
訣
、
以
成
子
衟
、
使
子
速
得
飛
騰

三
界
、
游
乎
上
淸
、
身
詣
金
闕
、
受
號
仙
公
也
（
但
だ
子
は

劫
を
積
み
て
勤
め
て
尙
び
、
展
轉
し
て
倦
ま
ず
、
功
滿
ち
德
就
き
、

瓊
文
紫
字
は
玄
臺
に
列
な
り
、
位
は
太
極
仙
公
の
任
に
登
る
。
而

し
て
三
師
備
は
ら
ず
、
勸
戒
未
だ
格
を
充
た
さ
ざ
れ
ば
、
末
だ
便

ち
太
極
の
宮
に
登
る
を
得
ざ
る
な
り
。
太
上
は
子
の
宿
勳
の
高
く

重
き
を
以
て
の
故
に
、
我
等
に
命
じ
て
子
の
三
師
と
爲
し
、
子
に

要
訣
を
度
し
、
以
て
子
の
衟
を
成
じ
、
子
を
し
て
速
や
か
に
三
界

を
飛
騰
す
る
を
得
て
、
上
淸
に
游
び
、
身
は
金
闕
に
詣
り
、
仙
公

を
受
號
せ
し
め
ん
と
す
る
な
り
）、

と
あ
り
、
太
極
眞
人
の
傳
授
で
は
三
師
や
勸
戒
が
不
備
の
爲
、
葛
玄
は

太
極
仙
公
の
位
に
登
る
資
格
が
あ
り
な
が
ら
未
だ
太
極
の
宮
に
登
る
こ

と
が
で
き
な
い
の
で
、
太
上
の
命
で
太
上
玄
一
三
眞
人
が
三
師
と
な

り
、
要
訣
を
葛
玄
に
傳
授
し
て
、
葛
玄
が
天
界
に
昇
り
仙
公
の
號
を
得

ら
れ
る
よ
う
に
す
る
、
と
い
う
二
度
目
の
降
臨
の
目
的
が
語
ら
れ
る
。

つ
ま
り
こ
こ
で
は
、「
仙
公
新
經
」
諸
經
に
見
え
る
太
極
眞
人
→
葛
玄

の
傳
授
の
系
譜
を
承
け
つ
つ
も
、
こ
れ
を
不
備
な
も
の
と
し
て
そ
の
重

要
性
を
否
定
し
、
新
た
な
太
上
玄
一
三
眞
人
か
ら
葛
玄
へ
の
傳
授
に
よ
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り
、
葛
玄
の
仙
公
登
仙
が
成
就
さ
れ
る
こ
と
を
主
張
し
て
お
り
、『
法

輪
罪
福
』
が
太
上
玄
一
三
眞
人
に
よ
る
新
た
な
傳
授
の
系
譜
を
重
視
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
太
上
玄
一
三
眞
人
は
「
仙
公
新
經
」
諸

經
に
は
登
場
せ
ず
、
こ
こ
に
差
異
が
見
出
せ
る
。（
唯
一
例
外
で
、『
自
然

經
訣
』
に
太
上
玄
一
三
眞
人
が
見
え
る
が
、「
五
眞
人
頌
」
の
頌
の
題
に
名
前

が
あ
る
の
み
で
あ
る
。）
但
し
、
神
塚
淑
子
氏
は
、
こ
の
三
眞
人
も
廣
義

の
太
極
眞
人
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る（

６
）。

そ
こ
か
ら
見
れ
ば
、「
仙
公

新
經
」
諸
經
と
『
法
輪
罪
福
』
の
閒
の
差
異
は
、「
太
極
眞
人
→
葛
玄
」

と
い
う
傳
授
の
系
譜
の
枠
に
於
け
る
太
極
眞
人
の
違
い
に
過
ぎ
な
い
と

言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
傳
授
の
系
譜
に
新
た
な
天
眞
が
加

上
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
法
輪
罪
福
』
は
少
な
く
と
も
、
前
揭
三

例
の
よ
う
な
太
極
眞
人
（
徐
來
勒
）
か
ら
葛
玄
へ
の
傳
授
の
系
譜
の
み

を
示
す
「
仙
公
新
經
」
諸
經
よ
り
後
に
作
ら
れ
た
經
典
で
あ
る
こ
と
が

推
察
さ
れ
る（

７
）。

そ
こ
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
陸
修
靜
に
よ
る
『
法

輪
罪
福
』
の
分
類
に
、
經
典
の
成
立
時
期
が
關
係
し
て
い
る
可
能
性
で

あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
經
典
の
分
類
に
關
わ
る
陸
修
靜
の
靈
寶
經
史
觀

に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

三
、
陸
修
靜
の
靈
寶
經
史
觀
と
『
法
輪
罪
福
』

（
一
）
陸
修
靜
の
靈
寶
經
史
觀
と
靈
寶
經
の
分
類

『
法
輪
罪
福
』
は
現
行
本
を
見
る
限
り
「
仙
公
所
受
」
經
典
で
あ
り
、

主
神
と
し
て
元
始
天
尊
が
登
場
す
る
場
面
も
な
い
。
そ
れ
で
は
陸
修
靜

の
靈
寶
經
觀
に
照
ら
し
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
「
仙
公
所
受
」

經
典
で
あ
る
『
法
輪
罪
福
』
を
「
元
始
舊
經
」
に
分
類
し
得
る
の
か
、

そ
の
點
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

陸
修
靜
の
靈
寶
經
觀
は
、
元
嘉
十
四
年
（
四
三
七
）
の
著
述
「
靈
寶

經
目
序
」
中
の
靈
寶
經
の
歷
史
に
つ
い
て
述
べ
た
、
以
下
の
部
分
か
ら

窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

陸
修
靜
「
靈
寳
經
目
序
」（
以
下
、「
目
序
」。『
雲
笈
七
籤
』（
Ｈ
Ｙ
一
〇
二

六
）
卷
四
所
收
）

①
夫
靈
寳
之
文
始
於
龍
漢
、
龍
漢
之
前
、
莫
之
追
記
。
延
康
長
劫
、

混
沌
無
期
、
衟
之
隱
淪
、
寳
經
不
彰
。
赤
明
革
運
、
靈
文
興
焉
。

（
中
略
）
上
皇
元
年
、
元
始
下
敎
、
大
法
流
行
。
衆
圣
演
暢
、
修
集

雜
要
、
以
備
十
部
三
十
六
帙
、
引
導
後
學
、
救
度
天
人
（
夫
れ
靈

寳
の
文
は
龍
漢
に
始
ま
り
、
龍
漢
の
前
、
之
を
追
記
す
る
莫
し
。
延
康
は

長
劫
に
し
て
、
混
沌
と
し
て
期
無
く
、
衟
の
隱
淪
し
て
、
寳
經
彰
ら
か
な

ら
ず
。
赤
明
に
運
を
革
め
、
靈
文
焉
に
興
る
。（
中
略
）
上
皇
元
年
、
元
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始
敎
を
下
し
、
大
法
流
行
す
。
衆
圣
演
暢
し
、
雜
要
を
修
集
し
て
、
以
て

十
部
三
十
六
帙
を
備
へ
、
後
學
を
引
導
し
、
天
人
を
救
度
す
）。（
四
丁
）

②
上
皇
之
後
、
六
天
運
行
、
衆
圣
幽
昇
、
經
還
大
羅
。
自
茲
以
來
、

廻
絶
元
法
。
雖
高
辛
招
雲
輿
之
校
、
大
禹
獲
鍾
山
之
書
、
老
君
降

眞
於
天
師
、
仙
公
授
文
於
天
台
、
斯
皆
由
勳
感
太
上
、
指
成
圣

業
。
豈
非
揚
芳
於
世
、
普
宣
一
切
也
（
上
皇
の
後
、
六
天
運
行
し
、

衆
圣
幽
昇
し
、
經
は
大
羅
に
還
る
。
茲
よ
り
以
來
、
元
法
を
廻
絶
す
。
高

辛
は
雲
輿
の
校
を
招
き
、
大
禹
は
鍾
山
の
書
を
獲
、
老
君
は
眞
を
天
師
に

降
し
、
仙
公
は
文
を
天
台
に
授
く
と
雖
も
、
斯
れ
皆
勳
も
て
太
上
を
感
ぜ

し
め
、
圣
業
を
指
成
す
る
に
由
る
。
豈
に
世
に
揚
芳
し
て
、
普
く
一
切
に

宣
ぶ
る
に
非
ず
や
）。（
四
丁
裏
～
五
丁
表
）

③
（
中
略
）
龍
精
之
後
、
續
祚
之
君
、
罷
除
僞
主
、
退
翦
逆
民
、
衆

衟
勢
訖
。
此
經
當
行
。
推
數
考
實
、
莫
不
信
然
。
期
運
既
至
、
大

法
方
隆
。
但
經
始
興
、
未
盡
顯
行
。（
龍
精
の
後
、
續
祚
の
君
、
僞
主

を
罷
除
し
、
逆
民
を
退
翦
し
、
衆
衟
の
勢
訖
は
る
。
此
の
經
當
に
行
ふ
べ

し
。
數
を
推
し
實
を
考
ふ
る
に
、
信
然
な
ら
ざ
る
は
莫
し
。
期
運
既
に
至

り
、
大
法
方
に
隆
ん
な
ら
ん
と
す
。
但
だ
經
始
め
て
興
り
、
未
だ
盡
く
は

顯
行
せ
ず
）。（
五
丁
表
）

こ
こ
に
開
陳
さ
れ
る
陸
修
靜
の
靈
寶
經
觀
は
、
靈
寶
經
史
觀
と
も
言

え
る
。
①
で
は
想
像
上
の
太
古
の
時
代
に
元
始
天
尊
が
敎
說
し
た
「
十

部
三
十
六
帙
」
の
經
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
②
で
は
、
元
始
天
尊

敎
說
の
經
が
天
に
還
っ
た
後
の
劉
宋
建
國
以
前
の
時
代
に
、
仙
公
（
葛

玄
）
に
靈
寶
經
が
傳
授
さ
れ
た
こ
と
を
記
述
す
る
。
こ
こ
か
ら
、
陸
修

靜
は
劉
宋
以
前
に
存
在
し
て
い
た
靈
寶
經
を
、「
十
部
三
十
六
帙
」
の

經
と
は
別
に
、
新
た
に
出
現
し
て
仙
公
に
傳
授
さ
れ
た
經
と
考
え
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る（

８
）。

③
は
、
劉
宋
建
國
直
前
の
時
代
、
先
に
天
上
界
に

還
っ
て
い
た
「
十
部
三
十
六
帙
」
の
經
が
、
劉
宋
建
國
の
瑞
兆
と
し
て

地
上
に
出
現
し
始
め
た
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
陸
修
靜
が
劉
宋
建
國
時

に
出
現
し
始
め
た
靈
寶
經
を
、
元
始
天
尊
敎
說
の
經
と
考
え
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
卽
ち
、
陸
修
靜
の
考
え
る
靈
寶
經
と
は
、
劉
宋
建

國
を
境
と
し
て
、
そ
れ
以
前
に
存
在
し
た
靈
寶
經
と
、
劉
宋
建
國
以
降

に
出
現
し
始
め
た
靈
寶
經
と
い
う
、
成
立
し
た
時
代
が
異
な
る
二
系
統

の
經
典
か
ら
成
る
も
の
で
あ
り
、
敦
煌
本
「
靈
寶
經
目
錄
」
は
こ
の
よ

う
な
靈
寶
經
觀
に
基
づ
き
、
古
靈
寶
經
を
「
元
始
舊
經
」
と
「
仙
公
新

經
」
に
分
類
・
著
錄
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る（

９
）。

陸
修
靜
の
靈
寶
經
史

觀
に
照
ら
せ
ば
、
敦
煌
本
「
靈
寶
經
目
錄
」
著
錄
の
「
仙
公
新
經
」
と

は
、
劉
宋
建
國
以
前
に
世
に
行
わ
れ
て
い
た
靈
寶
經
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、
劉
宋
建
國
以
降
に
出
現
し
た
靈
寶
經
典
は
、
元
始
天
尊
敎

說
の
「
十
部
三
十
六
帙
」
の
經
、
卽
ち
「
元
始
舊
經
」
に
該
當
す
る
。

と
こ
ろ
で
筆
者
は
以
前
、『
法
輪
罪
福
』
が
「
元
始
」
の
語
や
經
を
祕
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藏
す
る
紫
微
宮
と
い
う
、「
元
始
舊
經
」
に
特
徵
的
と
さ
れ
る
內
容
（
※

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
四
で
改
め
て
取
り
上
げ
る
）
を
含
ん
で
い
る

こ
と
が
分
類
の
上
で
優
先
さ
れ
、「
元
始
舊
經
」
に
分
類
さ
れ
た
可
能

性
を
指
摘
し
た）

（1
（

。
し
か
し
、「
元
始
」
の
語
が
見
え
る
『
太
上
洞
玄
靈

寳
眞
文
要
解
上
經
』（
Ｈ
Ｙ
三
三
〇
。
以
下
、『
眞
文
要
解
』）
や
、
紫
微
宮

の
經
典
祕
藏
を
述
べ
る
『
自
然
經
訣
』
が
「
仙
公
新
經
」
に
分
類
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ
ら
は
陸
修
靜
に
と
っ
て
、
分
類
の
上

で
の
決
定
條
件
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
一
方
で
、
陸

修
靜
が
そ
の
靈
寶
經
觀
に
沿
っ
て
、
古
靈
寶
經
を
そ
の
出
現
時
期
を
も

と
に
「
元
始
舊
經
」
と
「
仙
公
新
經
」
に
分
類
し
て
い
た
と
推
測
す
る

と
、『
法
輪
罪
福
』
だ
け
で
な
く
、『
眞
文
要
解
』
や
『
自
然
經
訣
』
の

分
類
に
つ
い
て
も
、
一
定
の
合
理
的
說
明
が
可
能
に
な
る
。
更
に
踏
み

込
ん
で
言
え
ば
、
ひ
と
口
に
劉
宋
建
國
以
前
の
時
代
と
言
っ
て
も
、
最

初
の
靈
寶
經
典
の
成
立
か
ら
劉
宋
建
國
直
前
ま
で
の
閒
に
は
、
時
閒
の

經
過
に
伴
い
、
敎
義
や
思
想
面
で
の
展
開
・
發
展
が
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。「
仙
公
新
經
」
に
、
他
の
「
仙
公
新
經
」
諸
經
と
比
較
す
る
と

例
外
的
分
類
に
見
え
る
『
眞
文
要
解
』
の
よ
う
な
經
典）

（（
（

や
、
經
典
の
一

部
に
「
元
始
舊
經
」
に
特
徵
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
內
容
が
見

え
る
『
自
然
經
訣
』
の
よ
う
な
經
典
が
含
ま
れ
る
狀
況
は
、
經
典
を
出

現
時
期
で
分
類
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
は

『
法
輪
罪
福
』
自
體
は
い
つ
頃
成
立
し
た
の
か
。
次
に
そ
の
點
に
つ
い

て
、
衟
藏
本
『
法
輪
妙
經
』
の
內
容
か
ら
考
察
す
る
。

（
二
）
衟
藏
本
『
法
輪
妙
經
』
に
見
え
る
宇
宙
生
成
論

『
法
輪
妙
經
』
Ａ
に
は
宇
宙
生
成
論
が
見
え
る
。
筆
者
は
、
こ
れ
が

『
法
輪
罪
福
』
の
成
立
時
期
を
知
る
一
つ
の
手
が
か
り
に
な
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
。『
法
輪
妙
經
』
Ａ
の
三
丁
裏
か
ら
四
丁
表
で
は
、

太
上
玄
一
眞
人
が
『
法
輪
罪
福
』
の
起
源
に
關
わ
る
宇
宙
の
生
成
過
程

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

夫
天
地
建
立
、
元
始
分
判
、
隂
陽
開
化
、
五
行
列
位
、（
中
略
）、

皆
稟
受
空
洞
、
以
氣
爲
宗
。
宗
生
於
始
、
始
生
於
元
、
元
生
於

玄
、
三
生
萬
物
、
莫
不
相
承
（
夫
れ
天
地
建
立
し
、
元
始
分
判
し
、

隂
陽
開
化
し
、
五
行
位
を
列
ぬ
る
に
、（
中
略
）、
皆
空
洞
を
稟
受
し
、
氣

を
以
て
宗
と
爲
す
。
宗
は
始
よ
り
生
じ
、
始
は
元
よ
り
生
じ
、
元
は
玄
よ

り
生
じ
、
三
は
萬
物
を
生
じ
、
相
ひ
承
け
ざ
る
は
莫
し
）。

こ
こ
に
見
え
る
「
玄
元
始
」
は
玄
元
始
三
氣
で
あ
り
、「
三
生
萬
物
」

と
は
こ
の
玄
元
始
三
氣
か
ら
萬
物
が
生
ず
る
こ
と
と
解
釋
で
き
る
。
先

行
硏
究
に
よ
れ
ば
、
玄
元
始
三
氣
か
ら
萬
物
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
槪

念
に
よ
る
典
型
的
世
界
觀
が
見
え
る
例
が
、『
三
天
內
解
經
』（
Ｈ
Ｙ
一

一
九
六
）
で
あ
る
。
こ
の
經
典
は
、
劉
宋
建
國
當
時
の
成
立
と
さ
れ
て

お
り
、
宇
宙
の
生
成
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
る）

（1
（

。
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空
洞
之
中
、
生
乎
太
無
。
太
無
變
化
玄
氣
元
氣
始
氣
。
三
氣
混
沌

相
因
、
而
生
玄
妙
玉
女
。
玉
女
生
後
、
混
氣
凝
結
、
化
生
老
子
。

（
中
略
）
變
化
成
氣
、
天
地
人
物
、
故
輪
轉
而
化
生
（
空
洞
の
中
、

太
無
を
生
ず
。
太
無
變
じ
て
玄
氣
元
氣
始
氣
と
化
す
。
三
氣
混
沌
と
し
て

相
ひ
因
り
、
而
し
て
玄
妙
玉
女
を
生
ず
。
玉
女
生
じ
て
後
、
混
氣
凝
結

し
、
老
子
に
化
生
す
。（
中
略
）
變
化
し
て
氣
を
成
し
、
天
地
人
物
、
故

に
輪
轉
し
て
化
生
す
）。（
卷
上
二
丁
裏
）

こ
こ
で
は
、「
太
無
」
か
ら
玄
元
始
三
氣
が
生
じ
、
三
氣
が
混
ざ
り

凝
結
し
て
老
子
と
な
り
、（
老
子
が
）
變
化
し
て
氣
を
成
じ
、
萬
物
が
形

成
さ
れ
る
過
程
の
中
で
、
一
氣
→
三
氣
→
萬
物
の
生
成
パ
タ
ー
ン
が
示

さ
れ
て
い
る
。
玄
元
始
三
氣
は
「
太
無
」
か
ら
同
時
に
生
じ
て
お
り
、

三
氣
の
閒
に
生
成
の
關
係
は
な
い
。
こ
れ
に
對
し
、『
法
輪
妙
經
』
Ａ

で
は
、
始
（
始
氣
）
は
元
（
元
氣
）
か
ら
生
じ
、
元
（
元
氣
）
は
玄
（
玄

氣
）
か
ら
生
じ
、
そ
の
よ
う
に
し
て
揃
っ
た
玄
元
始
三
氣
か
ら
萬
物
が

生
じ
る
と
い
う
生
成
パ
タ
ー
ン
を
說
い
て
お
り
、
三
氣
の
閒
に
生
成
の

關
係
が
存
在
す
る
。
玄
元
始
三
氣
が
同
時
に
生
じ
る
の
で
は
な
く
、
玄

氣
、
元
氣
、
始
氣
の
順
に
生
じ
る
と
い
う
發
想
は
、『
洞
玄
靈
寳
自
然

九
天
生
神
章
經
』（
Ｈ
Ｙ
三
一
八
）「
三
寳
大
有
金
書
」
一
丁
裏
に
、「
三

寳
皆
三
炁
之
尊
神
號
（
三
寳
は
皆
な
三
炁
の
尊
神
の
號
）」
と
說
明
さ
れ
、

玄
元
始
三
氣
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
三
寳
君
が
、
玄
元
始
の
順
に
出
現
時

期
を
ず
ら
し
て
い
る
こ
と
に
見
え
る
が
、
天
寳
君
（
玄
氣
）、
靈
寳
君

（
元
氣
）、
神
寳
君
（
始
氣
）
の
閒
に
生
成
の
關
係
は
見
え
な
い
。
玄
元

始
三
氣
の
閒
に
も
生
成
關
係
が
設
定
さ
れ
て
い
る
『
法
輪
妙
經
』
Ａ
の

宇
宙
生
成
論
は
、『
三
天
內
解
經
』
の
生
成
論
を
更
に
獨
自
に
發
展
さ

せ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
、『
法
輪
罪
福
』
が
『
三
天
內
解
經
』

よ
り
後
に
成
立
し
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。『
三
天
內

解
經
』
よ
り
遲
い
成
立
で
あ
る
と
す
る
と
、『
法
輪
罪
福
』
は
劉
宋
建

國
以
降
に
成
立
し
た
經
典
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
、
經
文
中
に
見
え
る
宇
宙
生
成
論
か
ら
推
定
さ
れ
る
『
法
輪
罪

福
』
の
實
際
の
成
立
時
期
は
、
劉
宋
建
國
後
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、

こ
の
こ
と
は
、
劉
宋
建
國
以
降
に
新
た
に
出
現
し
た
靈
寶
經
を
「
元
始

舊
經
」
と
し
た
陸
修
靜
が
、『
法
輪
罪
福
』
を
「
元
始
舊
經
」
に
分
類

し
た
事
と
も
整
合
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
陸
修
靜
の
靈
寶
經
史
觀
と
は
、
現
實
の
歷
史
に
對
し

て
、
ど
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
を
取
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で

次
に
、
そ
の
點
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

（
三
）「
靈
寶
經
目
序
」
に
見
え
る
陸
修
靜
の
靈
寶
經
史
觀

（
一
）
に
擧
げ
た
「
目
序
」
は
、
陸
修
靜
が
元
嘉
十
四
年
（
四
三
七
）

に
編
ん
だ
『
靈
寶
經
目
』
の
序
で
あ
り
、
そ
こ
に
開
陳
さ
れ
る
陸
修
靜

の
靈
寶
經
史
觀
は
、
四
三
七
年
に
は
既
に
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
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る
。「
目
序
」
の
書
か
れ
た
元
嘉
十
四
年
は
、
劉
宋
建
國
の
四
二
〇
年

か
ら
僅
か
十
七
年
を
隔
て
る
の
み
で
あ
り
、
建
國
當
時
の
こ
と
を
記
憶

し
、
劉
宋
建
國
以
降
ど
の
よ
う
經
典
が
出
現
し
た
か
を
知
る
人
々
も
、

當
然
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
世
閒
の
記
憶
が
ま
だ
鮮
明
な
時
に

あ
っ
て
、
陸
修
靜
が
現
實
の
歷
史
と
乖
離
し
た
靈
寶
經
の
歷
史
を
語

っ
た
と
す
れ
ば
、
人
々
の
信
賴
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。「
目

序
」
を
見
る
限
り
、
陸
修
靜
自
身
、
甯
ろ
歷
史
を
巧
み
に
利
用
し
て
、

靈
寶
經
の
出
現
を
權
威
づ
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
何
故
な
ら
、
檢

證
の
仕
樣
の
な
い
、「
元
始
舊
經
」
の
起
源
を
語
る
太
古
の
時
代
以
外

の
「
目
序
」
が
語
る
靈
寶
經
の
歷
史
を
見
る
と
、
そ
れ
は
基
本
的
に
歷

史
の
流
れ
に
沿
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
三

の
（
一
）
に
引
用
し
た
「
目
序
」
の
③
の
部
分
に
「
龍
精
之
後
、
績
祚

之
君
、
罷
除
僞
主
、
退
翦
逆
民
、
衆
衟
勢
訖
。
此
經
當
行
。」
と
あ
り
、

劉
宋
建
國
直
前
の
樣
子
が
語
ら
れ
て
い
る
。
大
淵
忍
爾
氏
は
、「
龍
精
」

は
帝
室
、
卽
ち
晉
王
朝
を
指
し
、「
績
祚
之
君
」
は
劉
裕
、「
僞
主
」
は

桓
溫
、「
逆
民
」
は
孫
恩
を
指
す
と
指
摘
す
る）

（1
（

。
こ
れ
に
從
え
ば
、「
目

序
」
は
、
晉
朝
末
期
に
劉
裕
が
桓
溫
、
孫
恩
を
討
っ
た
の
ち
、「
此
經

當
行
」
と
し
て
、
靈
寶
經
が
世
に
行
わ
れ
る
べ
き
時
が
來
た
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。
こ
れ
は
陸
修
靜
が
、
劉
宋
建
國
前
後
の
歷
史
の
敍
述
に
自

分
の
考
え
る
靈
寶
經
の
歷
史
を
組
み
込
む
こ
と
に
よ
り
、
靈
寶
經
の
出

現
が
劉
宋
建
國
の
瑞
兆
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
、
說
得
力
を
持
た
せ
よ

う
と
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。「
目
序
」
の
記
述
が
現
實
の
歷
史

の
流
れ
に
沿
う
も
の
で
あ
る
な
ら
、
陸
修
靜
が
靈
寶
經
を
、
劉
宋
建
國

以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
經
典
と
建
國
以
降
新
た
に
出
現
し
た
經
典
の

二
つ
の
經
典
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
た
こ
と
は
、
靈
寶
經
典
整
理
の
一
環

と
し
て
、
現
實
に
存
在
す
る
一
群
の
靈
寶
經
典
を
、
そ
の
出
現
時
期
に

基
づ
き
歷
史
上
に
位
置
付
け
る
試
み
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
つ
ま
り
、
陸
修
靜
が
劉
宋
建
國
を
境
と
し
て
靈
寶
經
を
新
舊
二

つ
の
經
典
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
し
た
時
、
そ
れ
は
そ
れ
ら
の
經
典
の
現

實
の
出
現
時
期
を
無
視
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考

え
ら
れ
る
。

以
上
、『
法
輪
罪
福
』
が
內
容
的
に
も
劉
宋
建
國
以
降
に
成
立
し
た

經
典
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
ま
た
そ
れ
故
、
陸
修
靜
の
靈
寶
經
史
觀

に
基
づ
き
、「
元
始
舊
經
」
に
分
類
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
示

し
た
。
そ
こ
で
次
に
、『
法
輪
罪
福
』
が
「
元
始
舊
經
」
で
あ
る
と
考

え
得
る
他
の
理
由
に
つ
い
て
も
改
め
て
考
察
し
て
み
た
い
。
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四
、『
法
輪
罪
福
』
の
內
容
か
ら
見
る
「
元
始
舊
經
」

　
　
　
　
　

と
の
關
係

（
一
）『
法
輪
罪
福
』
と
「
元
始
舊
經
」

本
稿
の
二
で
は
、「
仙
公
新
經
」
諸
經
に
ほ
ぼ
共
通
し
て
見
え
る
太

極
眞
人
と
葛
玄
の
傳
授
の
系
譜
を
、『
法
輪
罪
福
』
と
の
比
較
の
對
𧰼

と
し
た
。「
元
始
舊
經
」
諸
經
に
も
、
⺇
つ
か
の
共
通
し
た
內
容
や
傾

向
が
見
え
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
筆
者
は
以
前
、
そ
れ
ら
を
分

類
條
件
と
假
定
し
、
そ
れ
に
從
っ
て
分
類
す
れ
ば
、
一
應
例
外
な
く
古

靈
寶
經
が
新
舊
二
つ
の
經
典
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
で
き
る
こ
と
を
確
か

め
た）

（1
（

。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
が
『
法
輪
罪
福
』
の
現
行
本
に
も
見
え
る

こ
と
を
改
め
て
確
認
し
、『
法
輪
罪
福
』
と
「
元
始
舊
經
」
の
關
係
に

つ
い
て
考
察
す
る
。

１
．「
元
始
」
の
語
：『
法
輪
妙
經
』
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
に
は
、「
元
始
」
の

語
が
見
え
る
。

１
）『
法
輪
妙
經
』
Ａ
の
例
：「
元
始
」

三
の
（
二
）
で
も
觸
れ
た
が
、『
法
輪
妙
經
』
Ａ
に
は
、「
元
始
分

判
」（
三
丁
裏
）
の
句
の
中
に
「
元
始
」
の
語
が
見
え
る
。
こ
の
「
元

始
」
は
始
源
の
時
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
元
始
天
尊
を
略
し
た
呼

稱
で
は
な
い
が
、
元
始
天
尊
が
そ
の
神
格
名
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
始
源

の
存
在
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
陸
修
靜
が
、『
法
輪
罪
福
』
中
の
「
元
始
」

を
元
始
天
尊
の
意
味
に
解
釋
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い）

（1
（

。

２
）『
法
輪
妙
經
』
Ｂ
の
例
：「
元
始
同
生
」

こ
こ
で
は
、「
此
文
與
元
始
同
生
、
麭
含
天
地
、
億
劫
長
存
、
廣
度

一
切
、
爲
諸
津
梁
（
此
の
文
は
元
始
と
同
に
生
じ
、
天
地
を
麭
含
し
、
億
劫

長
存
し
、
廣
く
一
切
を
度
し
、
諸
々
の
津
梁
と
爲
る
）」（
六
丁
裏
）
と
あ
る
。

こ
こ
で
の
「
元
始
」
も
始
源
の
時
を
指
す
語
と
解
釋
さ
れ
る
。
こ
の
表

現
は
「
仙
公
新
經
」
諸
經
中
に
は
見
え
な
い
が
、「
元
始
舊
經
」
諸
經

の
中
に
は
散
見
す
る
。
以
下
に
、
そ
の
例
を
擧
げ
る
。

①
『
天
書
經
』
卷
上
に
は
、「
五
帝
眞
符
以
元
始
同
生
（
五
帝
眞
符
は

元
始
を
以
て
同
に
生
ず
）」（
三
九
丁
表
）
と
あ
り
、「
元
始
同
生
」
と
い
う

表
現
が
見
え
る
。

②
『
太
上
靈
寳
諸
天
內
音
玉
字
』（
Ｈ
Ｙ
九
七
）
卷
三
に
は
、「
是
天

中
神
公
之
內
名
、
與
元
始
同
生
、
爲
玄
炁
之
範
、
開
滅
度
之
門
、
敎
學

仙
之
人
君
（
是
れ
天
中
神
公
の
內
名
、
元
始
と
同
に
生
じ
、
玄
炁
の
範
と
爲

り
、
滅
度
の
門
を
開
き
、
學
仙
の
人
君
を
敎
ふ
）」（
二
七
丁
表
）
と
あ
り
、

こ
こ
に
も
「
元
始
同
生
」
と
い
う
表
現
が
見
え
る
。

３
）『
法
輪
妙
經
』
Ｃ
の
例
：「
元
始
之
先
」

こ
こ
で
は
「
此
三
萹
偈
頌
出
元
始
之
先
（
此
の
三
萹
の
偈
頌
は
元
始
の

先
に
出
づ
）」（
十
一
丁
表
）
と
あ
り
、「
元
始
之
先
」
と
い
う
表
現
が
見
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え
る
。「
元
始
舊
經
」
諸
經
の
『
天
書
經
』
卷
上
に
も
「
元
始
洞
玄
靈

寳
赤
書
玉
篇
眞
文
、
生
於
元
始
之
先
、
空
洞
之
中
（
元
始
洞
玄
靈
寳
赤
書

玉
篇
眞
文
は
、
元
始
の
先
、
空
洞
の
中
に
生
ず
）」（
一
丁
）
と
あ
り
、「
元
始

之
先
」
と
い
う
表
現
が
見
え
る
。
現
行
本
を
見
る
限
り
、「
仙
公
新
經
」

諸
經
に
は
こ
の
よ
う
な
表
現
は
見
え
な
い
。

２
．「
紫
微
宮
」
に
於
け
る
靈
寶
經
の
祕
藏

『
法
輪
妙
經
』
Ｄ
に
は
、「
其
文
祕
於
太
上
紫
微
宮
中
（
其
の
文
は
太

上
紫
微
宮
中
に
祕
す
）」
云
々
（
八
丁
裏
）
と
あ
り
、
經
典
が
天
上
の
紫
微

宮
に
祕
藏
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
經
典
觀
が
窺
え
る
。「
元
始
舊
經
」

諸
經
に
は
、
眞
文
や
神
符
が
紫
微
宮
に
收
藏
、
或
は
祕
藏
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
言
乁
す
る
も
の
が
複
數
例
あ
る）

（1
（

。
以
下
に
そ
の
例
を
擧
げ
る
。

①
『
天
書
經
』
卷
上
に
、「
舊
文
今
祕
於
玄
都
紫
微
宮
（
舊
文
は
今
玄

都
紫
微
宮
に
祕
す
）」（
三
九
丁
表
）
と
あ
り
、
舊
文
（
天
文
）
が
紫
微
宮

に
祕
藏
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
る
。

②
『
太
上
洞
玄
靈
寳
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』（
Ｈ
Ｙ
四
五
六
）
に

は
、「
紫
微
宫
中
有
延
生
之
符
（
紫
微
宫
中
に
延
生
の
符
有
り
）」（
一
丁

裏
）
と
あ
り
、
符
が
紫
微
宮
中
に
收
藏
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
え
る
。

③
『
智
慧
罪
根
經
』
卷
下
に
は
、「
吾
過
去
後
、
其
文
當
還
大
羅
之

上
、
七
寳
玄
臺
紫
微
宫
中
（
吾
れ
過
去
せ
し
後
、
其
の
文
當
に
大
羅
の

上
、
七
寳
玄
臺
紫
微
宫
中
に
還
る
べ
し
）」（
十
七
丁
裏
～
十
八
丁
表
）
と

あ
り
、
こ
こ
で
は
、
元
始
天
尊
過
去
後
、
經
が
大
羅
天
の
紫
微
宮
に
還

る
こ
と
を
述
べ
て
お
り）

（1
（

、
紫
微
宮
と
の
密
接
な
關
係
が
窺
え
る
。

ま
た
敦
煌
本
「
靈
寶
經
目
錄
」
に
は
、「
元
始
舊
經
紫
微
金
格
目
三

十
六
卷
。（
中
略
）
十
部
妙
經
三
十
六
卷
、
皆
尅
金
爲
字
、
書
於
玉

之

上
、
題
其
篇
目
於
紫
微
宮
（
元
始
舊
經
紫
微
金
格
目
三
十
六
卷
。（
中
略
）

十
部
妙
經
三
十
六
卷
、
皆
な
金
を
尅
し
て
字
を
爲
り
、
玉

の
上
に
書
し
、
其

の
篇
目
を
紫
微
宮
に
題
す
）」
と
あ
り
、
陸
修
靜
が
考
え
る
「
元
始
舊
經
」

も
紫
微
宮
と
密
接
な
關
係
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
本

來
、
紫
微
宮
中
に
收
藏
さ
れ
て
い
る
、
或
は
太
古
に
地
上
に
行
わ
れ
た

の
ち
再
び
紫
微
宮
に
還
る
と
い
う
設
定
の
靈
寶
經
が
、
陸
修
靜
の
考
え

る
「
元
始
舊
經
」
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

以
上
、
衟
藏
本
『
法
輪
妙
經
』
中
に
見
え
る
「
元
始
」
の
語）

（1
（

や
そ
れ

を
含
む
表
現
、
乁
び
紫
微
宮
中
に
經
が
祕
藏
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え

は
、
他
の
複
數
の
「
元
始
舊
經
」
諸
經
中
に
も
見
え
る
こ
と
を
確
認
し

た
。
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
、『
法
輪
罪
福
』
は
「
仙
公
新
經
」
諸
經
よ

り
も
、
內
容
的
に
は
「
元
始
舊
經
」
諸
經
と
近
い
關
係
に
あ
っ
た
こ
と

が
窺
え
る
。
し
か
も
こ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
現
行
本
を
見
る
限
り
、『
法

輪
罪
福
』
に
は
敎
義
・
思
想
內
容
の
面
で
、
二
つ
の
「
元
始
舊
經
」
諸

經
と
よ
り
深
い
影
響
關
係
が
窺
え
る
。
次
に
、
そ
の
點
に
つ
い
て
考
察

す
る
。
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（
二
）『
法
輪
罪
福
』
と
二
つ
の
「
元
始
舊
經
」
諸
經
の
關
係

『
法
輪
妙
經
』
Ｃ
で
は
、
神
格
と
し
て
の
「
衟
（
太
上
衟
君
）」
が
八

門
出
游
し
、
八
方
無
極
世
界
の
地
獄
を
歷
覽
し
て
、
樣
々
な
考
罰
に
苦

し
む
人
々
の
姿
を
目
に
し
、
飛
天
人
か
ら
、
彼
ら
は
生
前
の
惡
行
の
應

報
と
し
て
、
無
極
世
界
地
獄
で
惡
行
に
對
應
し
た
考
罰
を
受
け
た
後
、

轉
生
し
て
家
畜
な
ど
に
生
ま
れ
、
人
の
衟
に
戾
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
罪
報
の
說
明
を
受
け
る
。
こ
こ
に
善
惡
應
報
の
思
想
が
說
か
れ
て

い
る
。「
仙
公
新
經
」
諸
經
で
も
、『
太
極
眞
人
敷
靈
寳
齋
戒
威
儀
諸
經

要
訣
』（
Ｈ
Ｙ
五
三
二
）
や
、『
智
慧
本
願
經
』
等
に
、
生
前
の
惡
行
と
、

死
後
、
そ
の
罪
報
と
し
て
地
獄
で
受
け
る
考
罰
が
說
か
れ
て
い
る
。
生

前
の
惡
行
や
そ
の
罪
報
の
內
容
は
、『
法
輪
妙
經
』
Ｃ
に
見
え
る
も
の

と
ほ
ぼ
同
じ
な
の
で
、
當
時
、
そ
の
よ
う
な
善
惡
應
報
の
イ
メ
ー
ジ
が

一
般
化
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
仙
公
新
經
」
諸
經

で
は
、
至
尊
の
神
格
が
自
ら
出
游
し
て
各
地
獄
を
巡
る
と
い
う
發
想
は

見
え
な
い
。
ま
た
、「
仙
公
新
經
」
諸
經
で
は
、
惡
人
が
死
後
に
赴
く

世
界
を
無
極
世
界
と
呼
ぶ
例
も
見
え
な
い）

（1
（

が
、「
元
始
舊
經
」
諸
經
で

は
、『
洞
玄
靈
寳
長
夜
之
府
九
幽
玉
匱
明
眞
科
』（
Ｈ
Ｙ
一
四
〇
〇
。
以

下
、『
九
幽
玉
匱
明
眞
科
』）
と
『
智
慧
罪
根
經
』
に
、
人
々
が
生
前
の
惡

行
に
よ
り
死
後
に
赴
く
所
は
無
極
世
界
と
記
さ
れ
、
そ
こ
で
受
け
る
罪

報
と
生
前
の
罪
過
の
應
報
關
係
の
解
說
に
關
わ
る
神
格
と
し
て
飛
天
神

人）
11
（

が
登
場
す
る
。
こ
の
飛
天
神
人
は
「
仙
公
新
經
」
諸
經
に
は
見
え
な

い
。『

智
慧
罪
根
經
』
卷
下
に
は
、『
法
輪
妙
經
』
Ｃ
と
同
樣
、「
太
上
衟

君
」
が
出
游
し
、
十
方
無
極
世
界
を
巡
歷
す
る
く
だ
り
が
見
え
る
。
十

方
と
八
方
で
數
は
異
な
る
も
の
の）

1（
（

、
そ
の
發
想
は
同
じ
で
あ
り
、
兩
者

の
閒
に
は
深
い
影
響
關
係
が
窺
え
る
。
例
と
し
て
、
東
の
無
極
世
界
の

描
寫
を
以
下
に
示
す
。

１
）『
法
輪
妙
經
』
Ｃ　
（
①
一
丁
裏
～
二
丁
表
、
②
二
丁
表
）

①
出
游
東
門
、
見
百
姓
子
男
女
人
、
口
面
膿
爛
血
臭
流
出
、
頸
如
垂

線
腹
如
懸
鼓
、
身
有
鐡
錐
、
口
中
銜
火
、
大
小
相
牽
、
流
曵
途

炭
、
無
復
人
形
、
足
踐
刀
刄
之
上
、
身
負
鐡
杖
、
痛
不
可
負
、
毒

不
可
忍
（
東
門
を
出
游
し
、
百
姓
子
男
女
の
人
を
見
る
に
、
口
面
は
膿

爛
し
、
血
臭
流
出
し
、
頸
は
垂
線
の
如
く
、
腹
は
懸
鼓
の
如
し
。
身
に
鐡

錐
有
り
、
口
中
に
火
を
銜
へ
、
大
小
相
ひ
牽
き
、
途
炭
を
流
曵
し
、
人
の

形
を
復
す
る
無
く
、
足
は
刀
刄
の
上
を
踐
み
、
身
に
鐡
杖
を
負
ひ
、
痛
み

は
負
ふ
べ
か
ら
ず
、
毒
は
忍
ぶ
べ
か
ら
ず
）。

②
東
極
世
界
飛
天
人
曰
、「
斯
罪
人
也
。
其
前
身
所
行
、
惡
口
赤
舌
、

評
論
衟
德
、
攻
伐
師
主
、
更
相
讒
擊
、
或
殺
害
無
衟
、
不
念
衆

生
、
酷
虐
爲
行
、
心
懷
陰
惡
、
誅
戮
無
度
、
嫉
妬
勝
己
、
抑
絶
賢

明
、
致
招
今
對
。
諸
苦
備
經
、
萬
劫
當
還
生
非
人
之
衟
。
其
因
如
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此
」（
東
極
世
界
飛
天
人
曰
く
。「
斯
れ
罪
人
な
り
。
其
の
前
身
の
所
行

は
、
惡
口
赤
舌
し
、
衟
德
を
評
論
し
、
師
主
を
攻
伐
し
、
更
も
相
ひ
讒
擊

し
、
或
は
殺
害
す
る
こ
と
無
衟
、
衆
生
を
念
ぜ
ず
、
酷
虐
も
て
行
ひ
と
爲

し
、
心
に
陰
惡
を
懷
き
、
誅
戮
し
て
度
無
く
、
己
に
勝
る
を
嫉
妬
し
、
賢

明
を
抑
絶
し
、
今
の
對
を
招
く
を
致
す
。
諸
々
の
苦
し
み
備
さ
に
經
て
、

萬
劫
し
て
當
に
非
人
の
衟
に
還
生
す
べ
し
。
其
の
因
此
く
の
如
し
」、と
）。

２
）『
智
慧
罪
根
經
』
卷
下
（
一
丁
裏
～
二
丁
表
）

（
太
上
衟
君
）
出
游
東
門
、
見
東
方
無
極
世
界
地
獄
之
中
、
有
百
姓

子
男
女
人
、
身
受
考
撻
、
諸
痛
備
嬰
、
形
體
毀
悴
、
苦
毒
難
言
。

（
中
略
）
東
極
世
界
飛
天
神
人
曰
、「
其
人
所
犯
元
惡
、
罪
錄
結

在
『
九
幽
長
夜
之
函
』。（
中
略
）
九
萬
劫
得
還
生
非
人
之
衟
、（
後

略
）」（
東
門
を
出
游
し
、
東
方
無
極
世
界
地
獄
の
中
を
見
る
に
、
百
姓
子

男
女
の
人
有
り
、
身
に
考
撻
を
受
け
、
諸
々
の
痛
み
備
さ
に
嬰
は
り
、
形

體
は
毀
悴
し
、
苦
毒
言
ひ
難
し
。（
中
略
）
東
極
世
界
飛
天
神
人
曰
く
、

「
其
の
人
の
犯
す
所
の
元
惡
は
、
罪
錄
結
び
て
『
九
幽
長
夜
之
函
』
に
在

り
。（
中
略
）
九
萬
劫
し
て
非
人
の
衟
に
還
生
す
る
を
得
る
べ
し
、（
後

略
）」
と
）。

『
智
慧
罪
根
經
』
の
描
寫
の
方
が
『
法
輪
妙
經
』
Ｃ
よ
り

短
で
あ

る
が
、
無
極
世
界
で
人
々
が
罪
報
を
受
け
る
情
況
を
述
べ
、
飛
天
神
人

が
惡
行
應
報
を
說
く
形
式
は
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、『
九
幽
玉
匱
明
眞

科
』
に
は
、『
法
輪
妙
經
』
Ｃ
と
ほ
ぼ
同
文
の
、
生
前
の
惡
行
と
そ
の

罪
報
の
說
明
が
見
え
る
。

３
）『
九
幽
玉
匱
明
眞
科
』（
八
丁
裏
）

无
極
世
界
男
女
之
人
生
世
身
行
、
不
念
爲
善
、
動
爲
惡
根
、
攻
伐

師
主
、
讒
擊
善
人
、
殺
害
無
衟
、
不
念
衆
生
、
酷
虐
爲
行
、
陰
懷

謀
逆
、
嫉
妬
勝
己
、
抑
絶
賢
明
。
死
受
惡
對
、
拘
閉
罪
魂
、
徑
入

地
獄
、
長
夜
之
中
、
諸
通
備
加
、
苦
毒
難
勝
。
萬
劫
當
還
生
非
人

之
衟
（
无
極
世
界
男
女
の
人
の
生
世
の
身
行
は
、
善
を
爲
す
を
念
じ
ず
、

動
も
す
れ
ば
惡
根
を
爲
し
、
師
主
を
攻
伐
し
、
善
人
を
讒
擊
し
、
殺
害
す

る
こ
と
無
衟
、
衆
生
を
念
じ
ず
、
酷
虐
も
て
行
ひ
と
爲
し
、
陰
に
謀
逆
を

懷
き
、
己
に
勝
る
を
嫉
妬
し
、
賢
明
を
抑
絶
す
。
死
し
て
惡
對
を
受
け
、

罪
魂
を
拘
閉
さ
れ
、
徑
ち
に
地
獄
に
入
り
、
長
夜
の
中
、
諸
々
の
痛
み
備

さ
に
加
は
り
、
苦
毒
勝
げ
難
し
。
萬
劫
し
て
當
に
非
人
の
衟
に
還
生
す
べ

し
）。

こ
こ
で
は
、
單
に
無
極
世
界
と
あ
る
だ
け
だ
が
、
そ
こ
に
い
る
人
々

が
生
前
、
ど
の
よ
う
な
惡
行
を
犯
し
て
、
死
後
、
無
極
世
界
で
そ
の
報

い
と
し
て
の
考
罰
を
受
け
る
か
を
述
べ
て
惡
行
應
報
を
說
く
方
法
は
、

『
法
輪
妙
經
』
Ｃ
や
『
智
慧
罪
根
經
』
と
同
じ
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、

少
な
く
と
も
『
法
輪
罪
福
』
が
『
九
幽
玉
匱
明
眞
科
』、『
智
慧
罪
根

經
』
と
い
う
二
つ
の
「
元
始
舊
經
」
諸
經
と
密
接
な
影
響
關
係
に
あ
っ
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た
こ
と
は
指
摘
で
き
る
。
衟
藏
本
『
法
輪
妙
經
』
を
見
る
限
り
、
思

想
・
敎
義
の
內
容
の
面
で
、
こ
の
よ
う
に
濃
厚
な
關
係
性
は
「
仙
公
新

經
」
諸
經
と
の
閒
に
は
見
出
せ
な
い
。
こ
の
點
か
ら
も
、『
法
輪
罪
福
』

は
、「
元
始
舊
經
」
諸
經
と
よ
り
近
い
關
係
性
を
持
っ
て
い
る
と
言
え

る
。
ま
た
、
敎
義
を
說
く
方
法
や
、
表
現
の
類
似
か
ら
見
て
、『
法
輪

罪
福
』
の
成
立
時
期
は
、
こ
の
二
つ
の
「
元
始
舊
經
」
諸
經
の
成
立
時

期
と
前
後
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

五
、
お
わ
り
に

（
一
）
考
察
の
結
果

本
稿
で
、『
法
輪
罪
福
』
に
つ
い
て
考
察
し
た
こ
と
を
以
下
に
ま
と

め
る
。

『
法
輪
罪
福
』
は
、「
仙
公
新
經
」
諸
經
が
根
幹
に
置
く
「
太
極
眞
人

→
葛
玄
」
と
い
う
傳
授
の
系
譜
の
上
に
、
新
た
に
「
太
上
玄
一
三
眞
人

→
葛
玄
」
と
い
う
傳
授
の
系
譜
を
加
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
傳
授
の

系
譜
の
差
異
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
經
典
が
「
仙
公
新
經
」

諸
經
よ
り
後
出
の
靈
寶
經
で
あ
る
可
能
性
で
あ
る
。「
目
序
」
中
に
示

さ
れ
る
陸
修
靜
の
靈
寶
經
觀
に
照
ら
す
と
、
劉
宋
建
國
以
前
に
存
在
し

て
い
た
靈
寶
經
で
あ
る
「
仙
公
新
經
」
よ
り
後
出
の
經
典
は
、
劉
宋
建

國
後
に
成
立
し
た
經
典
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
劉
宋
建
國
以
降

に
出
現
し
始
め
た
靈
寶
經
で
あ
る
「
元
始
舊
經
」
に
分
類
さ
れ
る
。『
法

輪
罪
福
』
は
、
そ
の
成
立
時
期
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
、
現
行
本
中

に
玄
元
始
三
氣
か
ら
萬
物
が
生
じ
る
と
い
う
宇
宙
生
成
論
を
含
む
。
こ

の
よ
う
な
宇
宙
生
成
論
は
、
劉
宋
建
國
當
時
の
成
立
と
さ
れ
る
『
三
天

內
解
經
』
卷
上
に
見
え
る
も
の
が
典
型
と
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
玄

元
始
三
氣
は
同
時
に
太
無
か
ら
化
生
し
て
お
り
、
三
氣
の
閒
に
生
成

關
係
は
な
い
。
三
氣
の
閒
に
玄
氣
→
元
氣
→
始
氣
と
い
う
生
成
過
程

を
考
え
る
『
法
輪
妙
經
』
Ａ
の
宇
宙
生
成
論
は
、『
三
天
內
解
經
』
の

宇
宙
生
成
論
か
ら
獨
自
に
展
開
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
、『
法
輪
罪

福
』
は
『
三
天
內
解
經
』
よ
り
後
に
成
立
し
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
れ

は
卽
ち
、『
法
輪
罪
福
』
が
劉
宋
建
國
以
降
の
成
立
で
あ
る
こ
と
を
示

し
、
陸
修
靜
が
こ
の
經
典
を
劉
宋
以
降
に
出
現
し
始
め
た
靈
寶
經
で
あ

る
「
元
始
舊
經
」
に
分
類
し
て
い
る
こ
と
と
も
整
合
す
る
。
更
に
『
法

輪
罪
福
』
は
、「
元
始
」
の
用
例
や
「
紫
微
宮
」
の
設
定
、
善
惡
應
報

を
說
く
方
法
か
ら
も
、「
仙
公
新
經
」
諸
經
よ
り
「
元
始
舊
經
」
諸
經

と
の
關
係
が
密
接
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
も
、
陸
修
靜
が
『
法

輪
罪
福
』
を
「
元
始
舊
經
」
に
分
類
し
た
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
。
こ
れ

ら
か
ら
陸
修
靜
が
古
靈
寶
經
の
分
類
に
於
い
て
、
從
來
考
え
ら
れ
て
き

た
よ
う
な
神
格
系
統
の
違
い
や
、「
仙
公
所
受
」・「
元
始
天
尊
敎
說
」

い
ず
れ
の
經
典
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
劉
宋
建
國
を
境
と
す
る



古
靈
寶
經
に
於
け
る
『
法
輪
罪
福
』
の
位
置
付
け
（
林
）

（ 129 ）

經
典
の
出
現
時
期
を
重
視
し
て
い
た
可
能
性
の
高
い
こ
と
が
指
摘
で
き

る
。
ま
た
、
そ
こ
か
ら
改
め
て
、『
法
輪
罪
福
』
と
「
仙
公
新
經
」
諸

經
の
閒
に
見
え
る
傳
授
の
系
譜
の
差
異
は
、
經
典
の
成
立
時
期
の
早
晩

か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

以
上
か
ら
、『
法
輪
罪
福
』
は
、
陸
修
靜
が
そ
の
靈
寶
經
觀
に
基
づ

き
「
元
始
舊
經
」
と
し
て
分
類
し）

11
（

、
古
靈
寶
經
中
に
位
置
付
け
た
經
典

で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
二
）
今
後
の
展
望

本
稿
で
の
考
察
か
ら
、
陸
修
靜
の
古
靈
寶
經
の
分
類
基
準
に
は
、
そ

の
經
典
の
出
現
時
期
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
く
、
加
え
て
陸
修

靜
が
「
目
序
」
の
中
で
語
る
靈
寶
經
の
歷
史
は
、
現
實
の
歷
史
の
中
に

組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
靈
寶
經
典
の
分
類
も
歷
史
の
流
れ
に

沿
う
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
卽
ち
、
陸
修
靜
に
よ

り
「
仙
公
新
經
」
に
分
類
さ
れ
た
靈
寶
經
は
、
彼
が
劉
宋
以
前
に
世
に

出
た
靈
寶
經
と
判
定
し
た
經
典
で
あ
り
、「
元
始
舊
經
」
に
分
類
さ
れ

た
靈
寶
經
は
、
劉
宋
建
國
以
後
に
出
現
し
た
靈
寶
經
と
判
定
し
た
經
典

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
陸
修
靜
が
「
仙
公
新
經
」
に

分
類
し
た
靈
寶
經
は
劉
宋
以
前
に
成
立
し
て
い
た
經
典
で
あ
り
、「
元

始
舊
經
」
に
分
類
し
た
靈
寶
經
は
劉
宋
建
國
以
後
に
成
立
し
た
經
典

で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
諸
先
學
に

よ
り
「
靈
寶
經
は
新
舊
二
系
統
か
ら
成
る
」
と
い
う
こ
と
を
前
提
と

し
て
、「
仙
公
新
經
」
と
「
元
始
舊
經
」
の
成
立
時
期
の
前
後
關
係
に

つ
い
て
長
く
議
論
さ
れ
て
き
た
。
從
來
、「
元
始
舊
經
」
が
「
仙
公
新

經
」
に
先
行
し
て
作
ら
れ
た
と
す
る
見
解
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
劉

屹
氏
は
主
神
の
違
い
や
思
想
內
容
か
ら
、「
仙
公
新
經
」
が
「
元
始
舊

經
」
よ
り
先
に
作
ら
れ
た
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る）

11
（

。
筆
者
は
陸
修

靜
の
靈
寶
經
觀
か
ら
古
靈
寶
經
の
分
類
に
つ
い
て
の
考
察
を
試
み
て
お

り
、
そ
の
點
で
先
學
と
異
な
る
。
本
稿
で
は
、『
法
輪
罪
福
』
の
古
靈

寶
經
に
於
け
る
位
置
付
け
の
再
考
か
ら
、
陸
修
靜
の
分
類
基
準
に
は
經

典
の
成
立
時
期
が
含
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
解
に
逹
し
、
こ

れ
に
よ
り
「
仙
公
新
經
」
諸
經
が
「
元
始
舊
經
」
諸
經
に
先
行
し
て
作

ら
れ
た
可
能
性
を
考
え
る
に
至
っ
た
。
但
し
、
こ
れ
は
ま
だ
『
法
輪
罪

福
』
一
例
に
つ
い
て
考
察
し
た
だ
け
で
あ
る
。
今
後
の
硏
究
の
展
望
と

し
て
は
、『
洞
玄
靈
寳
玉
京
山
步
虛
經
』（
Ｈ
Ｙ
一
四
二
七
）
や
、『
太
上

無
極
大
衟
自
然
眞
一
五
稱
符
上
經
』（
Ｈ
Ｙ
六
七
一
）、『
眞
文
要
解
』
と

い
う
、
先
行
硏
究
で
は
『
法
輪
罪
福
』
と
同
じ
く
例
外
的
に
分
類
さ
れ

た
經
典
で
あ
る
と
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
そ
の
位
置
付
け
を
再
檢

證
し
、
そ
の
結
果
が
今
囘
導
き
出
し
た
結
果
と
整
合
す
る
か
否
か
を
檢

證
す
る
必
要
が
あ
る
。（
更
に
、「
仙
公
新
經
」
諸
經
も
「
元
始
舊
經
」
諸
經

も
、
そ
の
成
立
の
早
晩
に
よ
る
經
典
內
容
の
差
異
や
他
の
古
靈
寶
經
と
の
關
係
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に
つ
い
て
、
今
後
、
個
々
に
檢
證
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
。）
筆
者
は
前
に
述

べ
た
よ
う
に
、「
仙
公
新
經
」・「
元
始
舊
經
」
と
い
う
經
典
カ
テ
ゴ
リ

ー
は
、
元
々
靈
寶
經
に
新
舊
二
系
統
が
あ
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る

も
の
で
は
な
く
、
劉
宋
以
降
に
出
現
し
始
め
た
新
た
な
靈
寶
經
を
劉
宋

建
國
の
瑞
兆
と
し
て
、
靈
寶
經
の
體
系
化
を
圖
っ
た
陸
修
靜
が
設
定
し

た
經
典
の
分
類
槪
念
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
故
、
古
靈
寶
經
の
分
類

と
成
立
の
前
後
關
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
に
は
、「
新
舊
二
系
統
の

古
靈
寶
經
」
の
中
で
「
仙
公
新
經
」
が
「
元
始
舊
經
」
に
先
行
し
て
作

ら
れ
た
と
見
る
の
で
は
な
く
、
陸
修
靜
に
よ
り
「
仙
公
新
經
」
に
分
類

さ
れ
た
經
典
の
多
く
が
、「
元
始
舊
經
」
に
分
類
さ
れ
た
經
典
よ
り
先

に
成
立
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
見
る
こ
と
が
适
當
で
あ
る
、
と
考

え
て
い
る
。
陸
修
靜
の
分
類
が
、
經
典
の
成
立
時
期
に
關
わ
る
も
の
で

あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
長
年
に
亙
り
議
論
さ
れ
て
き
た
新
舊
の
經
典
の
作

者
の
問
題
や
、
新
舊
の
經
典
閒
の
關
係
に
つ
い
て
も
、
新
た
な
視
點
か

ら
考
察
す
る
必
要
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
古

靈
寶
經
の
多
元
性
と
し
て
映
っ
て
い
た
も
の
の
中
に
は
、
靈
寶
經
の
展

開
の
過
程
が
そ
の
よ
う
に
見
せ
て
い
る
も
の
も
含
ま
れ
る
可
能
性
が
あ

る
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

［
注
］
※
書
籍
・
論
文
著
者
に
つ
い
て
は
敬
稱
略

（
１
）　

大
淵
忍
爾“O

n K
u Ling-Pao-Ching”, T

he A
cta A

siantica  27, 
T

oho Gakkai, 1974,　

敦
煌
寫
本
中
の
こ
の
目
錄
に
つ
い
て
は
、
同

氏
編
『
敦
煌
衟
經
・
圖
錄
篇
』（
一
九
七
九
年
、
福
武
書
店
）
七
二
五

～
七
二
七
頁
を
參
照
。

（
２
）　

小
林
正
美
『
六
朝
衟
敎
史
硏
究
』（
創
文
社
、
一
九
九
〇
年
）
第
一

篇
第
三
章
四
。

（
３
）　

林
佳
惠
『
六
朝
江
南
衟
敎
の
硏
究
』（
二
〇
一
九
年
、
早
稻
田
大
學

出
版
社
）
第
一
篇
第
一
章
。

（
４
）　

こ
の
こ
と
は
小
林
正
美
氏
が
最
初
に
指
摘
し
て
い
る
。（
同
氏
前
揭

書
（
一
九
九
〇
年
）
第
一
篇
第
三
章
四
。）
ま
た
、
神
塚
淑
子
氏
は
、

『
法
輪
妙
經
』
Ａ
の
中
で
三
眞
人
が
各
々
葛
玄
に
傳
授
す
る
要
訣
が
、

『
法
輪
妙
經
』
Ｂ
～
Ｄ
に
對
應
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。（
同

氏
『
衟
敎
經
典
の
形
成
と
佛
敎
』（
名
古
屋
大
學
出
版
會
、
二
〇
一
七

年
）
第
一
篇
第
三
章
二
。）

（
５
）　

主
な
先
行
硏
究
と
し
て
小
林
前
揭
書
（
一
九
九
〇
年
）
第
一
篇
第
三

章
三
（
２
）、
大
淵
忍
爾
『
衟
敎
と
そ
の
經
典
』（
創
文
社
、
一
九
九
七

年
）
第
二
章
四
等
を
參
照
。

（
６
）　

神
塚
前
揭
書
（
二
〇
一
七
年
）
第
一
篇
第
三
章
二
。

（
７
）　
「
仙
公
新
經
」
諸
經
で
は
一
人
の
師
に
よ
る
傳
授
を
述
べ
る
の
に
對

し
、
衟
藏
本
『
法
輪
妙
經
』
は
三
師
に
よ
る
傳
授
を
述
べ
て
お
り
、
傳

授
儀
の
整
備
と
展
開
の
過
程
と
い
う
面
か
ら
見
て
も
、『
法
輪
罪
福
』
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は
後
出
の
經
典
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
古
靈
寶
經
に
見
え
る

師
に
よ
る
傳
授
に
つ
い
て
は
、
王
宗
昱
『《
衟
敎
義
樞
》
硏
究
』（
上
海

文
化
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
第
二
章
第
四
節
「
三
寳
義
」
參
照
。

（
８
）　
「
目
序
」
の
記
述
か
ら
、
敦
煌
本
「
靈
寶
經
目
錄
」
で
『
太
上
洞
玄

靈
寳
天
文
五
符
經
序
』
が
、「
仙
公
新
經
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
理
由

も
理
解
さ
れ
る
。
林
前
揭
書
（
二
〇
一
九
年
）
第
一
篇
第
二
章
參
照
。

（
９
）　
「
目
序
」
で
は
ま
だ
「
元
始
舊
經
」、「
仙
公
新
經
」
の
表
記
は
見
え

な
い
が
、
そ
の
後
の
著
述
と
さ
れ
る
陸
修
靜
の
『
太
上
洞
玄
靈
寳
授
度

儀
』（
Ｈ
Ｙ
五
二
八
、
以
下
『
授
度
儀
』）
の
「
表
」
は
、
こ
の
二
系
統

の
經
典
群
を
「
元
始
舊
經
」、「
仙
公
所
稟
」
と
表
記
し
て
い
る
。『
授

度
儀
』
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
小
林
前
揭
書
（
一
九
九
〇
年
）
第

一
篇
第
三
章
注（
３
）參
照
。

（
10
）　

陸
修
靜
の
靈
寶
經
の
分
類
に
つ
い
て
は
、
林
前
揭
書
（
二
〇
一
九

年
）
第
一
篇
第
一
章
參
照
の
こ
と
。

（
11
）　
『
眞
文
要
解
』
を
例
外
的
分
類
例
と
す
る
先
行
硏
究
と
し
て
は
、
小

林
前
揭
書
（
一
九
九
〇
年
）
第
一
篇
第
三
章
四
、
乁
び
劉
屹
「《
眞
文

要
解
上
經
》
考
論
」（『
東
方
學
硏
究
論
集
』
二
〇
一
四
年
）
が
あ
る
。

『
自
然
經
訣
』
に
つ
い
て
は
、
注（
16
）を
參
照
の
こ
と
。

（
12
）　

宇
宙
生
成
論
に
つ
い
て
は
、
麥
谷
邦
夫
「
衟
敎
的
生
成
論
の
形
成
と

展
開
」（『
中
哲
文
學
會
報
』
第
四
號
、
一
九
七
九
年
）、
小
野
澤
精
一
、

福
永
光
司
、
山
井
湧
編
『
氣
の
思
想
』（
東
京
大
學
出
版
會
、
一
九
七

八
年
）
第
二
部
第
一
章
第
二
節
參
照
。『
三
天
內
解
經
』
が
劉
宋
初
の

成
立
で
あ
る
こ
と
は
、
楊
聯
陞
「《
老
君
音
誦
誡
經
》
校
釋
」（
三
）

（『
中
國
語
文
札
記
』、
二
〇
〇
六
年
、
中
國
人
民
大
學
出
版
社
。
※
一

九
五
六
年
初
出
）、
大
淵
忍
爾
『
衟
敎
史
の
硏
究
』（
一
九
六
四
年
、
岡

山
大
學
共
濟
會
書
籍
部
、
五
〇
一
頁
）、
小
林
前
揭
書
（
一
九
九
〇
年
、

二
〇
八
、
二
一
〇
、
三
八
三
～
三
八
四
頁
）
等
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
13
）　

大
淵
前
揭
書
（
一
九
九
七
年
）
第
二
章
二
參
照
。

（
14
）　

林
前
揭
書
（
二
〇
一
九
年
）
第
一
篇
第
一
章
參
照
。

（
15
）　
「
元
始
」
の
語
で
元
始
天
尊
を
表
す
例
も
あ
る
。
例
え
ば
、『
天
書

經
』
卷
上
に
「
元
始
鍊
之
於
洞
陽
之
舘
、
冶
之
於
流
火
之
庭
。（
元
始

之
を
洞
陽
の
舘
に
於
い
て
鍊
り
、
之
を
流
火
の
庭
に
於
い
て
冶
す
）。」

（
一
丁
裏
）
と
あ
り
、
こ
こ
で
の
「
元
始
」
は
元
始
天
尊
を
示
す
。

（
16
）　

紫
微
宮
が
經
を
祕
藏
す
る
こ
と
は
、「
仙
公
新
經
」
の
『
自
然
經
訣
』

（
敦
煌
寫
本
ペ
リ
オ
二
四
五
二
）
の
眞
人
頌
の
中
に
も
、「
太
上
大
衟

君
、
出
是
靈
寶
經
。（
中
略
）［
上
寳
紫
微
臺
、
下
藏
諸
名
山
］（
太
上

大
衟
君
、
出
す
は
是
れ
靈
寶
經
。（
中
略
）［
上
紫
微
臺
に
寳
と
し
、
下

諸
名
山
に
藏
す
］）」（『
中
華
衟
藏
』
第
三
卷
九
九
頁
上
段
）
と
あ
る
。

［　

］
で
圍
ん
だ
部
分
は
、
敦
煌
寫
本
に
缺
損
が
あ
り
、
陸
修
靜
の
『
太

上
洞
玄
靈
寳
授
度
儀
』（
Ｈ
Ｙ
五
二
八
）
中
の
五
眞
人
頌
に
よ
り
補
っ

た
部
分
で
あ
る
が
、
北
週
の
『
無
上
祕
要
』（
Ｈ
Ｙ
一
一
三
〇
）
卷
三

九
「
授
洞
玄
眞
文
儀
品
」
に
『
自
然
經
訣
』
と
し
て
同
文
の
頌
を
引
く

の
で
、［　

］
部
分
も
『
自
然
經
訣
』
の
頌
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

筆
者
は
以
前
、『
自
然
經
訣
』
は
紫
微
宮
祕
藏
の
靈
寶
經
を
太
上
衟
君

由
來
と
し
て
い
る
爲
、
陸
修
靜
が
「
元
始
舊
經
」
に
分
類
し
な
か
っ
た

と
推
測
し
た
（
林
前
揭
書
（
二
〇
一
九
年
）
第
一
篇
第
一
章
）
が
、
現
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靈
寶
經
が
新
舊
二
系
統
か
ら
成
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、『
法
輪
罪
福
』

を
仙
公
系
靈
寶
經
の
觀
念
に
照
ら
し
て
作
ら
れ
、「
元
始
舊
經
」
の
卷

數
の
不
足
分
補
充
に
使
わ
れ
た
晩
出
の
經
典
と
し
て
い
る
。（
同
氏
「
論

古
靈
寶
經 

＂出
者
三
分＂ 

說
」、『
漢
唐
衟
敎
的
歷
史
與
文
獻
硏
究
』
所

收
、
愽
揚
文
化
事
業
有
限
公
司
、
二
〇
一
五
年
。）
こ
れ
は
、
陸
修
靜

の
靈
寶
經
觀
か
ら
『
法
輪
罪
福
』
の
分
類
を
考
察
す
る
筆
者
の
見
解
と

は
異
な
る
。

（
23
）　

劉
屹
氏
は
論
文
「〈
元
始
系
〉
與
〈
仙
公
系
〉
靈
寶
經
的
前
後
問
題

―
以
「
古
靈
寶
經
」
中
的
「
天
尊
」
和
「
元
始
天
尊
」
爲
中
心
」（『
敦

煌
學
』
二
〇
〇
八
年
、
二
七
輯
）
以
來
、
一
貫
し
て
「
仙
公
新
經
」
が

先
行
し
、「
元
始
舊
經
」
は
後
出
、
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
こ

の
問
題
に
關
す
る
同
氏
の
主
要
論
文
と
し
て
、
他
に 

＂元
始
舊
經＂ 

與 

＂仙
公
新
經＂ 

的
先
後
問
題
―
以 

＂篇
章
所
見＂ 

的
古
靈
寶
經
爲
中
心
」

（『
首
都
師
範
大
學
學
報
（
社
會
科
學
版
）』
二
〇
〇
九
年
、
第
三
期
）、

「
古
靈
寶
經
中
的 

＂三
洞
說＂
」（『
敦
煌
學
國
際
學
術
硏
討
會
論
文
集
』

二
〇
一
二
年
）
等
が
あ
る
。
王
承
文
氏
は
「
仙
公
新
經
」
は
「
元
始
舊

經
」
を
補
完
・
解
說
す
る
後
出
の
經
典
で
あ
る
と
し
て
劉
屹
氏
の
見
解

に
反
論
し
て
お
り
、
最
近
の
前
揭
論
文
（
二
〇
一
九
年
）
や
、
論
文

「
再
論 

＂元
始
舊
經
”
和 

＂新
經＂ 

出
世
先
後
問
題
」（『
中
山
大
學
學
報

（
社
會
科
學
版
）』
二
〇
二
〇
年
、
第
二
期
）
で
も
そ
の
見
解
は
變
わ
っ

て
い
な
い
。（
注（
18
）參
照
。）

　
〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
古
靈
寶
經
、
法
輪
罪
福
、
陸
修
靜
、
元
始
舊
經
、
仙
公
新
經

時
點
で
は
經
典
の
成
立
時
期
に
よ
り
分
類
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
て
い

る
。

（
17
）　

こ
れ
は
、「
目
序
」
の
十
部
三
十
六
帙
の
經
（「
元
始
舊
經
」）
が
大

羅
天
に
還
る
設
定
に
通
じ
る
。

（
18
）　
「
元
始
」
の
語
は
『
眞
文
要
解
』
に
も
見
え
、
劉
屹
氏
は
こ
の
經
典

に
登
場
す
る
「
元
始
天
王
」
の
略
稱
と
し
、
王
承
文
氏
は
「
元
始
天

尊
」
の
略
稱
と
す
る
。
王
氏
の
解
釋
は
「
元
始
舊
經
」
が
「
仙
公
新

經
」
に
先
行
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
筆
者
は
現
時
點
で
は
、

劉
屹
氏
の
解
釋
を
支
持
す
る
。
劉
屹
前
揭
論
文
（
二
〇
一
四
年
）、
王

承
文
「
古
靈
寶
經 

＂新
經＂ 

徵
引 
＂元
始
舊
經＂ 

問
題
新
探
」（『
魏
晉
南

北
朝
隋
唐
史
資
料
』
二
〇
一
九
年
、
四
〇
輯
）
參
照
。

（
19
）　
『
眞
文
要
解
』
に
は
「
十
方
懺
謝
」（
八
丁
裏
～
十
四
丁
表
）
の
中

で
、
各
方
位
の
神
仙
を
「
○
○
無
極
世
界
神
仙
」
と
呼
ぶ
例
が
見
え
る

が
、
こ
の
「
無
極
世
界
」
は
地
獄
の
觀
念
と
は
結
び
つ
い
て
い
な
い
。

（
20
）　
『
九
幽
玉
匱
明
眞
科
』
で
は
飛
天
神
人
、『
法
輪
妙
經
』
Ｃ
で
は
○
○

世
界
飛
天
人
、『
智
慧
罪
根
經
』
で
は
○
○
世
界
飛
天
神
人
と
な
っ
て

い
る
が
、
そ
の
役
割
か
ら
見
て
、
同
じ
神
格
を
表
す
と
考
え
ら
れ
る
。

（
21
）　
『
智
慧
罪
根
經
』
卷
下
の
一
～
十
五
丁
ま
で
は
、
太
上
衟
君
が
十
方

無
極
世
界
の
地
獄
を
歷
覽
す
る
內
容
を
記
す
が
、
十
七
丁
表
に
は
「
太

上
衟
君
出
游
八
門
、
見
諸
地
獄
（
太
上
衟
君
八
門
を
出
游
し
、
諸
々
の

地
獄
を
見
る
）」
と
あ
る
。
こ
の
記
述
か
ら
、『
智
慧
罪
根
經
』
も
元
は

太
上
衟
君
の
八
門
出
游
を
說
い
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

（
22
）　

劉
屹
氏
も
『
法
輪
罪
福
』
を
「
元
始
舊
經
」
と
す
る
。
但
し
氏
は
、




